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（9月1日～16日開催）

桜並木維持管理事業 1,120万円

　桜並木の消毒、剪定伐採、クビアカツヤカミキリの防除など観光資源の維持管理を実施
しました。

後期高齢者医療広域連合納付金 1億9,568万円

　高齢者の医療の確保のため、三重県後期高齢者医療広域連合へ納付しました。

グリーンカーテン事業 13万円

　桑名・員弁広域環境基本計画で推進する「緑のカーテン」の普及に向け、ゴーヤ苗、
肥料（ソウインコンポ）を配布しました。

地域まちづくり推進事業 495万円

　自治会に地域コミュニティの強化、地域活性化を図ってもらうため地域住民が参画して
自主的かつ主体的に行う活動に対して、33地区に交付されました。

特別会計 国保・後期高齢・
介護保険・土地取得

歳入：16億3,141万円
歳出：15億9,716万円

企業会計

歳入：　7億4,757万円
歳出：　7億9,983万円

（水道・下水道）
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令和7年　第3回定例会

まち・ひと・しごと創生事業 1,403万円

　シティプロモーション（ポチャッコとトマッピーとのコラボレーション）・わいわい市
場など人口減少対策にに係る施策を進めました。

ふるさときそさき応援事業 9,545万円

　令和6年度のふるさと応援寄付金は、前年度より1,100万円、率にして13％寄付額が増
加しました。この寄付金と基金利子を財源に、事業として返礼品代や基金への積立、専門
サイト運営委託に充て、町の特産品のPRや、町のイメージアップに貢献しました。

森林環境教育事業 108万円

　毎年実施している木曽川の源流部である長野県木祖村の森林環境体験に中学1年生45人
が参加し、現地中学生と交流しました。

自主運行バス事業 5,509万円

　町民の大切な公共交通として、町内2ルートを365日休まず運行しています。

一般会計

歳入：36億5,460万円
歳出：34億1,634万円

各会計の
令和6年度決算状況
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こ
こ
が

聞
き
た
い

４
名
の
議
員
が

ペ
ー
ジ
数

6●
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
防
災
対
応
ガ
イ
ド

　

ラ
イ
ン
改
訂
に
伴
う
対
応
に
つ
い
て

５
番
議
席  

古
村　

護 

議
員

ペ
ー
ジ
数

7●
児
童
、
農
村
公
園
の
遊
具
の
管
理
に
つ
い
て

●
部
活
動
地
域
展
開
の
準
備
に
つ
い
て

●
北
部
公
民
館
の
駐
車
場
整
備
に
つ
い
て

２
番
議
席  

波
多
野
光
雄 

議
員

ペ
ー
ジ
数

5●
小
中
学
生
の
境
界
知
能
へ
の
対
応
に
つ
い
て

３
番
議
席  

後
藤
紀
子 

議
員

ペ
ー
ジ
数

8●
公
共
施
設
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

７
番
議
席  

加
藤
眞
人 

議
員

≪議会放送に係る注意事項≫
この議会の放送（映像及び音声）は、木曽岬町議会の公式記録ではございません。
議会放送の映像、写真、音声、記事等の著作権は木曽岬町議会に帰属しますので、無断で複製・転用する
ことはできません。

この記事は、質問議員本人が作成した原稿を議会広報常任委員会が編集したものです。
なお、掲載文は紙面の都合で要約（約五〇〇文字）されておりますが、一般質問の議事録は木曽岬町ホー
ムページで順次ご覧いただけます。

「一般質問」とは、議員が議案とは関係なく町政全般にわたって町長等の考え方や意見を求めるものです。

町ホームページ

一般
質
問
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ここが聞きたい

一般質問
議会だより

後藤紀子議員3番議席

　

境
界
知
能
と
は
通
称
グ
レ
ー
ゾ

ー
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で

す
。

　

日
本
人
の
約
１４
％
が
境
界
知
能

に
該
当
す
る
よ
う
で
す
。

　

境
界
知
能
に
あ
た
る
子
ど
も
達

は
学
校
生
活
で
様
々
な
困
難
が
あ

り
、
勉
強
の
内
容
が
理
解
で
き
な

い
、
友
達
の
話
に
つ
い
て
い
け
な

い
な
ど
最
悪
の
場
合
は
い
じ
め
に

つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と

で
す
。

　

学
校
の
対
応
は
？

　

保
護
者
、
専
門
家
、
学
校
は
連

携
・
相
談
し
き
め
細
や
か
な
対
応

を
し
て
い
ま
す
。

①
個
々
の
特
性
を
理
解
し
受
容
す

　

る
。

②
理
解
度
や
進
捗
に
合
わ
せ
た
個

　

別
指
導
や
声
か
け
。

③
具
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
言
葉

　

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

　

る
。

④
行
動
に
見
通
し
が
持
て
る
よ
う

　

曖
昧
な
表
現
は
避
け
る
。

⑤
関
係
者
が
情
報
を
共
有
し
て
支

　

援
し
て
い
る
。

　

加
配
教
員
は
い
ま
す
か
？

　

現
在
、
小
学
校
に
は
特
別
支
援

と
い
う
名
目
で
の
県
費
加
配
教
員

は
お
り
ま
せ
ん
が
、
い
ろ
い
ろ
な

サ
ポ
ー
ト
を
す
る
教
員
を
配
置
し

て
い
ま
す
。

　

中
学
校
に
は
県
費
で
特
別
支
援

員
加
配
教
員
を
１
名
配
置
し
て
い

ま
す
。

　

少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

有
効
的
な
人
数
を
県
と
都
度
情

報
共
有
し
、
支
援
で
き
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

　

予
算
も
考
え
な
が
ら
対
応
可
能

な
人
数
を
要
望
し
て
お
り
ま
す
。

　

支
援
学
級
を
勧
め
ら
れ
た
時
に

受
容
で
き
な
い
親
へ
の
対
応
は
？

　

し
っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

学
校
で
少
し
で
も
安
心
し
て
過

ご
せ
る
方
法
な
ど
一
緒
に
考
え
な

が
ら
親
御
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
深
め
て
話
し
合
い
を
し

て
い
ま
す
。

各機関連携し、きめ細やかな対応をしています（教育長）

小中学生の境界知能の対応は？

答弁 質問

再質問再質問再質問 再答弁再答弁再答弁

教育委
員会、

しっか
り対応

して

くれて
ます 
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本
年
８
月
７
日
に
南
海
ト
ラ
フ

地
震
の
臨
時
情
報
に
関
す
る
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
改
訂
さ
れ
ま
し

た
。
新
た
な
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

で
は
、「
巨
大
地
震
注
意
」
が
発

表
さ
れ
た
場
合
に
、
鉄
道
の
運
休

や
徐
行
な
ど
の
運
行
規
制
を
求
め

な
い
こ
と
や
、
適
切
な
防
災
対
応

を
実
施
し
た
上
で
、
イ
ベ
ン
ト
を

含
む
社
会
活
動
を
「
で
き
る
限
り

継
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」

と
さ
れ
、
一
方
で
「
巨
大
地
震
警

戒
」
の
対
応
で
は
、「
海
抜
ゼ
ロ

メ
ー
ト
ル
地
帯
」
の
防
災
対
応
と

し
て
、
１
週
間
の
避
難
が
必
要
な

「
事
前
避
難
対
象
地
域
」
へ
の
指

定
等
を
自
治
体
が
検
討
す
る
こ
と

が
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。　

こ

れ
ら
、「
巨
大
地
震
注
意
」、「
巨

大
地
震
警
戒
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
で
の
対
応
、日
頃
か
ら
の
周
知
・

広
報
に
関
す
る
町
長
の
考
え
を
お

伺
い
し
ま
す
。

　

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
に

関
し
て
、
地
域
防
災
計
画
に
臨
時

情
報
の
解
説
や
配
備
体
制
な
ど
を

定
め
て
お
り
、
危
機
管
理
課
職
員

に
よ
る
情
報
収
集
体
制
や
県
及
び

関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
の
確

認
、
町
民
へ
の
広
報
、
公
共
施
設

等
の
点
検
、
災
害
対
応
の
確
認
を

行
い
、「
巨
大
地
震
警
戒
」
発
表

時
に
は
、「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
災

害
警
戒
本
部
」
を
設
置
し
、
会
議

の
開
催
、
町
民
へ
の
広
報
、
高
齢

者
な
ど
要
配
慮
者
へ
の
避
難
準
備

の
呼
び
か
け
、
広
域
避
難
及
び
避

難
所
開
設
の
検
討
を
行
い
ま
す
。

今
回
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂
で
、

「
地
震
に
よ
る
堤
防
の
破
損
に
よ

り
、
早
期
の
浸
水
の
危
険
性
が
想

定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
事
前
避
難

対
象
地
域
の
指
定
等
の
検
討
を
行

う
こ
と
も
有
効
。」
で
あ
る
と
の

考
え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
当

町
で
は
、
令
和
５
年
１
月
に
県
立

い
な
べ
総
合
学
園
高
等
学
校
を
避

難
所
と
し
て
使
用
す
る
協
定
を
締

結
し
、
同
年
３
月
に
は
、
県
の
被

害
想
定
で
津
波
の
浸
水
が
予
想
さ

れ
て
い
る
町
全
域
を
「
高
齢
者
等

事
前
避
難
対
象
地
域
」
に
指
定
し

て
い
ま
す
。
今
後
も
、
町
民
の
皆

さ
ん
に
臨
時
情
報
の
内
容
を
正
し

く
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
避
難
行

動
や
事
前
の
備
蓄
な
ど
、
自
ら
検

討
・
実
施
し
、
適
切
な
行
動
を
取

っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
普
及
啓

発
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

適切な行動に向け普及啓発に取り組む（町長）

質問

古村　護議員5番議席

国の防災ガイドライン改訂 町の対応は

答弁

今回は、「緊急時対応への備えの充実」に
関する質問をしました。

撮影　木曽川左岸3.2㎞附近
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波多野光雄議員2番議席

適切な公園施設の
管理に努める（町長）

休日部活動の
地域展開を実現（教育長）

児童、農村公園の
遊具の管理について

部活動地域展開の
準備について

　

老
朽
化
し
、
魅
力
の
な
い
遊
具

等
を
新
し
く
す
る
計
画
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

　
地
域
の
実
情
に
即
し
た
公
園
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
遊
具
等
の
更

新
を
含
め
多
角
的
な
視
野
を
持
っ

て
検
討
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
魅

力
あ
る
公
園
づ
く
り
が
で
き
る
よ

う
公
園
整
備
計
画
の
見
直
し
を
推

進
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

２
０
３
１
年
ま
で
に
、
地
域
移

行
を
目
指
す
こ
と
に
つ
い
て
現
状

で
の
進
捗
状
況
や
、
見
え
て
き
た

課
題
に
対
す
る
具
体
的
な
取
り
組

み
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
地
域
展
開
に
向
け
実
証
事
業

を
実
施
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

　「
地
域
展
開
に
向
け
た
実
証
事

業
」
を
今
年
度
計
画
し
て
、
１０
月

以
降
に
１０
回
程
度
の
実
施
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　
活
動
費
用
に
つ
い
て
は
、
決
ま

ここが聞きたい

一般質問
議会だより

質問質問 答弁

答弁

答弁

り
次
第
、
保
護
者
や
地
域
の
皆
さ

ま
に
周
知
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
。

　
今
後
は
実
証
事
業
を
実
施
し
な

が
ら
、
準
備
を
進
め
、
地
域
展
開

の
見
直
し
を
立
て
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
北
部
公
民
館
の
駐
車
場

は
、
砂
利
で
あ
り
、
駐
車
ラ
イ
ン

も
な
く
、
駐
車
台
数
も
把
握
で
き

な
い
状
況
で
す
。
生
涯
学
習
の
拠

点
で
あ
り
利
用
頻
度
を
思
え
ば
町

民
の
安
心
安
全
の
観
点
か
ら
舗
装

整
備
が
急
務
か
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
舗
装
の
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

　
駐
車
場
の
舗
装
計
画
は
、
現
時

点
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、今
後
、

駐
車
場
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し

た
上
で
、
駐
車
場
の
拡
張
も
含
め

て
整
備
方
針
を
検
討
し
て
参
り
ま

す
。

拡張も含めて、
整備方針を検討（教育長）

北部公民館の
駐車場整備について

質問
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町
体
育
館
、
文
化
資
料
館
の
改

修
工
事
で
は
、
多
額
の
費
用
が
生

じ
て
い
ま
す
。
維
持
管
理
計
画
に

基
づ
い
て
修
繕
、
改
修
が
行
わ
れ

て
い
る
の
か
？

　
町
内
に
多
く
の
時
計
塔
が
あ
り

ま
す
が
、
故
障
中
や
時
間
が
正
確

で
は
な
い
時
計
塔
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
一
部
の
時
計
塔
は
撤
去
す

る
方
針
の
よ
う
で
す
が
、
住
民
に

と
っ
て
時
間
の
確
認
で
き
る
場
所

で
あ
り
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は

通
学
時
の
時
間
を
確
認
す
る
た
め

に
大
切
な
施
設
だ
と
思
い
ま
す
。

町
の
考
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ

い
。

　
町
体
育
館
や
文
化
資
料
館
等
、

各
施
設
の
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ

き
、
お
お
む
ね
２０
年
ご
と
を
目
途

と
し
て
改
修
等
を
行
う
予
防
保
全

型
の
管
理
を
実
施
し
、
建
物
を
長

く
大
切
に
使
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
時
計
塔
に
つ
い
て
は
、
町
内
に

時
計
塔
を
２１
基
設
置
し
て
お
り
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
通
学
時

の
目
安
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

な
ど
、
一
定
の
必
要
性
が
あ
る
こ

と
は
認
識
し
て
い
ま
す
。

　
修
繕
や
時
刻
調
整
な
ど
の
維
持

管
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

設
置
か
ら
長
い
年
月
が
経
過
し
て

お
り
、
故
障
の
内
容
に
よ
っ
て
は

時
計
本
体
の
交
換
を
行
う
必
要
が

生
じ
多
額
の
費
用
を
要
す
る
こ
と

か
ら
、
撤
去
も
含
め
た
検
討
を
行

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
修
繕
や
時
刻
調
整
な
ど

の
維
持
管
理
に
適
時
・
適
切
に
取

り
組
み
、
本
体
交
換
を
要
す
る
修

繕
が
生
じ
た
場
合
は
、
設
置
場
所

や
利
用
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
そ

の
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
、
交
換

か
撤
去
か
の
判
断
を
適
切
に
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
町
民
の
皆
さ
ん
が

安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
提

供
し
つ
つ
、
効
率
的
な
維
持
管
理

を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

効率的な維持管理を進めます（町長）

質問

加藤眞人議員7番議席

公共施設の維持管理について！

答弁



9
令和7年11月1日発行
木曽岬町議会だより

議 員ト ピ ツ ク ス
行 政 視 察
　9月16日の定例会閉会後に行政視察として、公共下水
道事業の「東部地区クリーンセンター」において、令和4
～ 6年度に施工した脱水機の改築工事を視察しました。
　下水道は、私たちの暮らしに必要不可欠な社会インフラ
です。
　木曽岬町の下水道は、完成から30年以上経過し施設の
老朽化が心配されるところですが、ストックマネジメント
計画（長寿命化計画）に基づき、改築が進められています。
　また、継続して維持管理していくためには、適正な使用
料が求められると感じました。

【脱水機改築工事委託】
　受 注 者：日本下水道事業団
　受 託 費：134,182,000円（国費55％　町費45％）
　業務期間：令和4年6月17日～令和6年11月29日

処理系統の説明を受ける

地下の配管・設備類を視察

議 員 研 修

　10月3日、毎年開催される北勢5町議会議員研修（菰野町・川越町・朝日町・東員町・木曽岬町）
に参加しました。
　都会を除き多くの市町では人口減少が進んでおり、出生数が減っている現代では人口を増やすという
のは容易なことではありません。
　ではどうしていくか、講師の指出一正氏からは、7つの「やさしいインフラ」が紹介され、「関係人
口を増やす」というものでした。
　実際に住むのではなく、仕事や趣味等、何でもいいので関わりを持ち、その町を過疎化させないとい
う目的です。
　木曽岬町でもその取り組みは進めていますが、さらに違う角度からでも関係人口を増やすことができ
ることがわかり、とても勉強になりました。

※関係人口：特定の地域と継続的かつ多様な形で関わる人々を指し、移住して定住する「定住人口」でもなく、観光などで
　　　　　　一時的に訪れる「交流人口」でもない、その中間に位置する概念

講師の指出一正氏 総勢62人の各町議会議員

テーマ：関係人口と二拠点思考
　　　　　　～私たちはローカルで幸せを見つける～
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L. 125
き
そ
さ
き

の

編
　 

後
記

集
　

今
年
の
夏
も
異
常
気
象
と
も

呼
べ
る
暑
さ
や
各
地
で
の
豪
雨

を
経
験
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
２６
日
に
は
南
海

ト
ラ
フ
地
震
の
今
後
３０
年
以
内

の
発
生
確
率
が
「
６０
〜
９０
％
程

度
以
上
」
に
修
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
球
規
模
で
の
変
化
や
、
か

な
ら
ず
来
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ

て
い
る
巨
大
地
震
へ
の
準
備
に

対
し
て
も
、
木
曽
岬
町
な
ら
で

は
の
課
題
を
解
決
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
所
で

す
。

　

９
月
定
例
会
で
は
、
令
和
６

年
度
決
算
を
審
議
し
、
事
業
の

執
行
状
況
に
つ
い
て
質
疑
を
行

い
、
認
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
行
政
チ
ェ
ツ
ク

等
の
議
会
と
し
て
の
機
能
を
発

揮
し
ま
す
。

　

さ
て
こ
こ
に
第
１
２
５
号
の

議
会
だ
よ
り
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

紙
面
へ
の
ご
意
見
・
ご
感
想

な
ど
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

議
会
広
報
常
任
委
員
会
一
同

みなさまのご意見を
募集しています。

　議会に対して、普段、感じていること、疑問に
思うこと。また、要望など、どのような内容でも結
構です。ご意見、ご質問をお寄せください。

提 出 先

議会広報常任委員会（議会事務局）

E-mail：gikai@town.kisosaki.mie.jp

TEL68-6108
FAX66-3111

議会をぜひ、傍聴にきてください。
　議会は、どなたでも傍聴することができます。皆様の生活に直結
した重要な問題が審議されます。お気軽にお越しください。
　本会議の当日、議場入口で傍聴の受付をしています。

　なお、各日程等は変更する場合もございますので、お手数ですがホームページ
または議会事務局までお問合わせいただきますようお願いいたします。

次回、12月定例会、本会議の予定です。

●12月　3日㈬　午前9時　 開会、議案上程

●12月　9日㈫　午前9時　 一般質問

●12月11日㈭　午前9時　 議案採決、閉会

傍聴者 声の

定例会を傍聴して頂きありがとうございました。第３回定例会を傍聴された方は10名でした。
毎回、定例会では傍聴アンケートをお願いし、議会運営の参考とさせていただいております。
今後ともご理解ご協力をお願いいたします。

●端的で良かったと思う。
　○ありがとうございます。
●声が小さいのか？マイクをもっと近づけて質疑してほしい。
　聞こえづらい。
　○マイクが古く感度が悪いことから、改修を行います。
●モニターが傍聴席から見て左側にも欲しい。
　○現在、試験的に設置しておりますので、追加の設置予定は
　　ございません。
●全員協議会（議場）も公開にしてほしい。
　○全員協議会は公開しておりません。今後も公開する予定は
　　ございません。

　審議の内容は、木曽岬町議会会議録（福
祉・教育センター２階、議会図書室にて公
表）でご覧いただけます。
　また、役場ホームページ
でも議事録を順次公開して
おります。

第３回定例会議案等の審議結果です。
●第３回定例会審議結果

・・・全議案全会一致で可決。

各議案の賛否

議会日誌

10日●例月出納検査（監査委員）
　　　決算審査（監査委員）
16日●決算監査（監査委員）
17日●決算監査（監査委員）
18日●町村議会議長会理事会（議長）
22日●決算監査（監査委員）
30日●部落解放をめざす会総会
　　　（副議長）

１日●桑名広域清掃事業組合定例会
　　　（議長）
５日●議会広報研修（議員２名参加）
７日●議員懇談会
12日●例月出納検査・財政健全化審査
　　　（監査委員）

19日●RDF施設跡地での安全祈願
　　　（議長）
22日●議会運営委員会
25日●桑名・員弁広域連合議会監査
　　　（副議長）
26日●県関係部局長との意見交換会
　　　（議長）
　　●町村議会議長会定期総会（議長）
28日●民生委員推薦会
　　　（教育民生常任委員長）
31日●水産業振興組合総会（議長）

１日●第３回定例会開会日
　　●議案説明会
４日●教育民生常任委員会
６日●敬老会（議長）
８日●総務建設常任委員会
10日●第３回定例会一般質問日・議案
　　　質疑会

11日●例月出納検査（監査委員）
16日●第３回定例会閉会日
　　●行政視察
　　●議員懇談会
25日●空家等対策協議会
　　　（総務建設常任委員長）
30日●議会広報常任委員会

３日●議会広報常任委員会
　　●議員懇談会
　　●北勢５町議会議員研修会
７日●中学校体育祭
10日●例月出納検査（監査委員）
　　●財政援助団体等監査（監査委員）
　　●町村議会議長会理事会（議長）
17日●議会広報常任委員会

2025 月7

2025 月8
2025 月9

2025 月10


